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第 12 回出雲地区合併協議会会議次第 

日時：平成 15 年 10 月 24 日（金）午後 3 時～ 

場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館 多目的室 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名について 

４ 議 事 

(１) 報告事項 

報告第 51 号 第１小委員会報告について 

報告第 52 号 第２小委員会報告について 

報告第 53 号 第３小委員会報告について 

 

(２) 議案事項 

議案第 79 号 新市建設計画（21 世紀出雲の國つくり計画）中間とりまとめ

について 

議案第 80 号 合併の期日について 

 

議案第 81 号 町、字の区域及び名称の取扱いについて 

 （協議第 67 号）

議案第 82 号 一部事務組合等の取扱い（その２）について 

（協議第 68 号）

議案第 83 号 地域審議会の取扱いについて 

 （協議第 69 号）

議案第 84 号 一般職の職員の身分の取扱いについて 

（協議第 10 号 第 1 小委員会付託）

議案第 85 号 特別職の身分の取扱いについて 

（協議第 70 号 第 1 小委員会付託）
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議案第 86 号 各種事務事業（広報広聴関係）の取扱いについて 

（協議第 72 号 第 1 小委員会付託）

議案第 87 号 各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて 

（協議第 18 号 第 1 小委員会付託）

議案第 88 号 各種事務事業（保育関係その２）の取扱いについて 

（協議第 73 号 第 2 小委員会付託）

議案第 89 号 各種事務事業（文化・スポーツ関係その２）の取扱いについて

（協議第 74 号 第 2 小委員会付託）

議案第 90 号 各種事務事業（文化・スポーツ関係その３）の取扱いについて

（協議第 75 号 第 2 小委員会付託）

議案第 42 号 各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて【継続協議】

（協議第 22 号 第 3 小委員会付託）

議案第 43 号 各種事務事業（農林関係その２）の取扱いについて【継続協議】

（協議第 35 号 第 3 小委員会付託）

議案第 91 号 各種事務事業（農林関係その３）の取扱いについて 

（協議第 76 号 第 3 小委員会付託）

議案第 92 号 各種事務事業（農林関係その４）の取扱いについて 

（協議第 77 号 第 3 小委員会付託）

議案第 93 号 各種事務事業（都市計画関係その２）の取扱いについて 

（協議第 78 号 第 3 小委員会付託）

 

(３) 協議事項 

協議第 79 号 組織及び機構の取扱いについて 

（第 1 小委員会付託）

協議第 80 号 各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて 

（第 1 小委員会付託）

各種事務事業（地域コミュニティ・行政連絡員関係）の取扱協議第 81 号 

いについて （第 1 小委員会付託）
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協議第 82 号 各種事務事業（保健事業関係その３）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 83 号 各種事務事業（病院、診療所関係その２）の取扱いについて

（第 2 小委員会付託）

協議第 84 号 各種事務事業（障害者福祉関係）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 85 号 各種事務事業（高齢者福祉関係その２）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 86 号 各種事務事業（児童福祉関係）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 87 号 各種事務事業（その他福祉関係）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 88 号 各種事務事業（生涯学習関係その２）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 89 号 各種事務事業（文化・スポーツ関係その４）の取扱いについて

（第 2 小委員会付託）

協議第 90 号 各種事務事業（文化・スポーツ関係その５）の取扱いについて

（第 2 小委員会付託）

協議第 91 号 各種事務事業（学校教育関係その４）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 92 号 各種事務事業（学校教育関係その５）の取扱いについて 

（第 2 小委員会付託）

協議第 93 号 各種事務事業（農林関係その５）の取扱いについて 

（第 3 小委員会付託）

協議第 94 号 各種事務事業（水産関係その２）の取扱いについて 

（第 3 小委員会付託）

協議第 95 号 各種事務事業（建設関係その３）の取扱いについて 

（第 3 小委員会付託）
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４ その他 

・ ２１世紀出雲の國つくりシンポジウムについて 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

◇ 協議会開催予定 ◇ 

第 13 回：平成 15 年 10 月 31 日（金）17:00～19:00 出雲ロイヤルホテル 

≪協議会終了後 懇親会≫ 
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第12回出雲地区合併協議会会議録署名委員 

 

 議会委員 学識経験委員 

第12回 大 社 町 斐 川 町 

氏   名   
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報告第 51 号 

 

 第１小委員会について、次のとおり報告する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 第１小委員会報告について 

 出雲地区合併協議会小委員会設置規程第７条の規定に基づき、第 11 回

第１小委員会を開催したので、別紙のとおり報告する。 
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第 11 回 第１小委員会開催内容 

 

１．日時：平成１５年１０月１７日（金）17:00～19:00 

２．場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館多目的室 

３．議題： 

（１）合併協定項目 12「特別職の身分の取扱いについて」 

・新市発足時の農業委員会の委員の報酬を２市５町で最も高い斐川町の額に

できないかとの意見があったが、他の特別職もすべて最高額にしないとバ

ランスが取れなくなることもあり、出雲市の報酬審議会において一定の基

準で審議された額に合わせるべきではないかとの意見が多く原案のとおり

で承認された。また、その他条例で定める特別職の取扱いについて、調整

時期について明確にすべきとの意見から一部修正し、承認された。 

（２）合併協定項目 24「各種事務事業（広報広聴関係）の取扱いについて」 

・広報紙の発行について、住民が望む情報提供のあり方を見直し、発行回数

を含めもっと合理的にできないかとの意見も合ったが、新市において検討

することで原案のとおりで良い旨の確認がなされた。 

（３）合併協定項目 24「各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて」 

・現段階において、一定の行政改革に関する方向性を示すべきとの意見から

保留となっていたが、新市まちづくり大綱に掲げる地方分権時代に対応す

るまちづくりの４点を行政改革の一定の方針として明確にすることで承認

された。 

（４）合併協定項目 11「一般職の職員の身分の取扱いについて」 

・職員定数について、10 年間で 265 名削減する定員計画を策定し適正化を図

ること、給与制度について、国家公務員の基準に照らし合併時に調整・統

一することを原案修正し承認された。 

（５）新市建設計画について 

新市建設計画について協議を行い、次のような意見があった。 

・新市は、長い海岸線を抱え、漁業資源も豊富であることから漁業振興につ

いて新市の重要な事業として取り上げてもらいたい。 

・起債制限比率が前回の推計より低下している。前回並みの比率になっても

良いので特例債の発行を増やして、普通建設事業費を増加できないか。 
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報告第 52 号 

 

 第２小委員会について、次のとおり報告する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 第２小委員会報告について 

 出雲地区合併協議会小委員会設置規程第７条の規定に基づき、第 11 回

第２小委員会を開催したので、別紙のとおり報告する。 
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第 11 回 第２小委員会開催内容 

 

１．日時：平成１５年１０月１７日（金）10:00～12:00 

２．場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館多目的室 

３．議題： 

（１）合併協定項目 24「各種事務事業（保育関係その２）の取扱いについて」 

・調整要旨の説明を受け、施設や運営の状況などについて質疑を行い、協

議を行った結果、原案のとおりの方針で良い旨の確認がなされた。 

 

（２）合併協定項目 24「各種事務事業（文化・スポーツ関係その２）の取扱い

について」 

・施設使用料については、これまで文化的活動ではあるが体育館を無料で

利用できた団体もあり、減免制度を検討する上で考慮してほしいなどの

意見があり、協議を行った結果、原案のとおりの方針で良い旨の確認が

なされた。 

 

（３）合併協定項目 24「各種事務事業（文化・スポーツ関係その３）の取扱い

について」 

・地域の文化活動等の伝統的イベント等は、伝統文化の伝承の観点から、

新市においても引き続き補助制度を残してほしいなどの意見があり、協

議を行った結果、原案のとおりの方針で良い旨の確認がなされた。 

 

（４）新市建設計画について 

新市建設計画について協議を行い、次のような意見があった。 

・主要施策「交通・物流の中核交流都市の建設」の中で、中心部への 30

分以内のアクセスの実現が記載されているが、これは、難しいのではな

いか。むしろ、40分程度が妥当ではないのか。 

・主要施策「健康の増進と高度な医療・福祉サービスの提供」の中で、高

齢者が地域社会の中で生き生きと暮らせる環境整備について記載され

ているが、これに果たすＮＰＯの役割は大きいと考える。よって、「Ｎ

ＰＯとの協働」も盛り込んで頂きたい。 
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報告第 53 号 

 

 第３小委員会について、次のとおり報告する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 第３小委員会報告について 

 出雲地区合併協議会小委員会設置規程第７条の規定に基づき、第 13 回

第３小委員会を開催したので、別紙のとおり報告する。 
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第 13 回 第３小委員会開催内容 

 

１．日時：平成１５年１０月１７日（金）15:00～17:00 

２．場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館多目的室 

３．議題： 

（１）合併協定項目 24「各種事務事業（農林関係その３）の取扱いについて」 

・斐川町の委員から、調整方針に、「新市において調整する」や「現行の

とおり引き継ぐ」などの表現があるが、合併後、どのように取り扱われ

るのか依然として不安が残る。特に農業公社の取り扱いについて、合併

後の存続に懸念があるとの意見があったが、他の委員の原案のとおりで

よいとの意見が大勢を占め、原案のとおり確認がなされた。 

 

（２）合併協定項目 24「各種事務事業（農林関係その４）の取扱いについて」 

・林業関係事業について事務局より説明を受け協議した結果、原案のとお

りでよい旨の確認がなされた。 

 

（３）合併協定項目 24「各種事務事業（都市計画関係その２）の取扱いについ

て」 

・公園施設及び市営駐車場等使用料については、原案のとおりでよい旨の

確認がなされた。 

 

（４）新市建設計画について 

新市建設計画について協議を行い、次のような意見があった。 

・主要施策「山陰をリードする産業拠点機能の充実」の中に漁業振興への

記述が不足していると考える。ここに、栽培漁業の推進、漁場の整備な

どの記述を追加して頂きたい。 
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議案第 79 号 

 

 新市建設計画(２１世紀出雲の國つくり計画)中間とりまとめについて、

次のとおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

新市建設計画（21 世紀出雲の國つくり計画）中間とりまとめについて

新市建設計画（21 世紀出雲の國つくり計画）中間とりまとめを策定し

たので、別冊のとおり確認する。 
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議案第 80 号 

 

 合併の期日について、次のとおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

合併の期日について 

合併協定項目２．合併の期日については、次のとおりとする。 

 

合併の期日は、平成１７年１月  日とする。 
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協定項目 ２ 合併の期日について 

調整方針 合併の期日は、平成１７年１月とし、具体的な日付については、この協議会の協

議の進捗状況や、合併に向けた体制整備の状況などを踏まえながら、別途定めるこ

ととする。 

(H15.1.31第２回出雲地区合併協議会協議第２号) 

任意協議

会での協

議結果 

合併の期日について 

平成１７年１月とする。 

合併特例法の効力は、平成 17 年３月末までであるが、以下の理由により上記

の期日とする。 

・ 年度変わりは、住民の転出入が多くなるなど社会全般において大きな変動

が生じる時期であり、合併による社会生活への影響が懸念される。 

・ 年度変わりは、納入・支払い等が集中し、会計処理に混乱が生じるおそれ

がある。 

留意事項 １．住民生活への影響等住民サービスや各種事務の執行上、できる限り支障の少な

い期日を想定して定める必要がある。 

２．公的行事との関係、合併時の事務処理、引継ぎの利便性等を総合的に勘案して

判断する必要がある。 

３．合併するためには、市町村の議会において議決してから都道府県知事への合併

申請、都道府県議会での議決、知事の合併決定、総務大臣への届出、総務大臣

の官報告示など様々な手続きが定められており、相当の日数を要することから、

この点を考慮して合併の期日を定める必要がある。 

４．年度途中に合併する場合、旧市町は打ち切り決算となり、出納整理期間がない

中で支払い事務や決算事務を行うため事務量が多くなる。また、新市の暫定予

算の編成などの期間を考慮する必要がある。 

５ 新市発足後、５０日以内に設置選挙を行う必要がある。また、設置選挙後の初

議会においては、多数の議決案件（人事案件、新年度予算、条例等）が予定さ

れることから、初議会へ向けてある程度の体制整備期間が必要となる。 
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□ 平成１７年１月中を合併期日として予定している協議会 
（平成15年10月現在） 

期   日 都道府県名 新市名 合併協議会名 
青森県 八戸市（編） 八戸地域合併協議会 
栃木県 

 
那須塩原市（新） 
○○市（新） 

黒磯市・西那須野町・塩原町合併協議会 
大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会 

埼玉県 飯能市（編） 飯能市・名栗村合併協議会 
新潟県 ○○市（編） 上越地域合併協議会 
福井県 南越前町（新） 南条郡合併協議会 
三重県 松阪市（新） 松阪地方合併協議会 
和歌山県 ○○町（新） 串本町古座町古座川町合併協議会 
徳島県 美馬市（新） 美馬郡東部・北部合併協議会 
香川県 ○○市（新） 丸亀市・綾歌町・飯山町合併協議会 
愛媛県 

 
 

大洲市（新） 
○○市（新） 
砥部町（新） 

大洲喜多合併協議会 
伊予地区合併協議会 
砥部町・広田村合併協議会 

高知県 高知市（編） 高知市・鏡村・土佐山村合併協議会 
長崎県 

 
○○市（新） 
西海市（新） 

西彼中部三町合併協議会 
西彼北部地域合併協議会 

熊本県 
 

○○市（新） 
芦北町（新） 

宇土・富合合併協議会 
田浦町・芦北町合併協議会 

大分県 ○○市（新） 臼杵市・野津町合併協議会 

平成１７年１月１日（土） 

鹿児島県 ○○市（新） 
○○市（新） 
○○市（新） 
○○市（新） 
○○町（新） 

大隈中央法定協議会 
指宿地区４市町合併協議会 
曽於南部合併協議会 
肝属東部合併協議会 
沖永良部・与論地域合併協議会 

平成１７年１月 ４日（火） 長崎県 長崎市（編） 長崎地域合併協議会 
秋田県 秋田市（編） 秋田市・河辺町・雄和町合併協議会 

愛知県 ○○市（新） 西春日井６町合併協議会 

平成１７年１月１１日（火） 

鹿児島県 さつま町（新） 薩摩東部地区合併協議会 

平成１７年１月１５日（土） 熊本県 天草市（新） 
○○市（新） 
宇城市（新） 

天草合併協議会 
鹿本地域合併協議会 
宇城西部五町合併協議会 

平成１７年１月１６日（日） 熊本県 八代市（新） 八代地域市町村合併協議会 
平成１７年１月１７日（月） 熊本県 ○○市（新） 玉名地域一市八町合併協議会 
□ 県内の状況 

期   日 新市名 合併協議会名 
平成１６年１０月１日（金） 
 
 
 

安来市（新） 
江津市（編） 
三郷町（新） 
○○町（新） 

安来市・広瀬町・伯太町合併協議会 
江津市・桜江町合併協議会 
邑南三町村合併協議会 
隠岐島後町村合併協議会 

平成１６年１１月１日（月） 
 

益田市（編） 
雲南市（新） 

益田市・美都町・匹見町合併協議会 
大東町・加茂町・木次町・三刀屋町・吉田村・掛合町合併協議会 

※ （編）は編入合併、（新）は新設合併 
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議案第 81 号 

 

 町、字の区域及び名称の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘  

 

 町、字の区域及び名称の取扱いについて（協議第 67 号） 

 合併協定項目５．町、字の区域及び名称の取扱いについては、次のと

おりとする。 

 

 

１ 町の区域 

町の区域については、出雲市及び平田市は、現在の町を新市の町の

区域とし、斐川町、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町は、現在の大

字を新市の町の区域とする。 

 

２ 町の名称 

  町の名称については、次のとおりとする。 

（１）出雲市は、現行のとおりとする。 

（２）平田市は、町名の「町」を削除し、その前に「平田町」を挿入す

る。 

（３）斐川町、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町は、現在の町名を残

し、「大字」を削除する。 
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議案第 82 号 

 

 一部事務組合等の取扱い（その２）について、次のとおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

 一部事務組合等の取扱い（その２）について（協議第 68 号） 

 合併協定項目１４．一部事務組合等の取扱い（その２）については、

次のとおりとする。 

 

１ 斐川町宍道町水道企業団、宍道町斐川町環境衛生組合 

  斐川町宍道町水道企業団及び宍道町斐川町環境衛生組合について

は、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該一

部事務組合に加入する。 

 

２ 島根県市町村総合事務組合、島根県市民交通災害共済組合 

  島根県市町村総合事務組合及び島根県市民交通災害共済組合につい

ては、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に当該

一部事務組合に加入する。 

 

３ 土地開発公社 

（１）2市 4 町の土地開発公社のうち１つの土地開発公社を存続し、それ

以外の 5つの土地開発公社は、合併の期日までに解散する。 

（２）解散する 5 つの土地開発公社の所有する財産、債務は、存続する

１つの土地開発公社に引き継ぐものとする。 

（３）存続する１つの土地開発公社については、定款を変更し、新市土

地開発公社とする。 

（４）新市土地開発公社の事務所の位置及び職員の配置については、合

併時までに調整する。 
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議案第 83 号 

 

 地域審議会の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

  

 地域審議会の取扱いについて（協議第 69 号） 

 合併協定項目１７．地域審議会の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

 

 

１ 現在の 2 市 5 町の区域にそれぞれ、市町村の合併の特例に関する法

律第 5条の 4の規定に基づく地域審議会を設置する。 

 

２ 各地区の地域審議会の設置に関し必要な事項を別紙のとおり定め

る。 
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別紙 

地域審議会の設置に関する事項 

 

１ 目的・設置 

  市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）第 5条の４第

1 項の規定に基づき、新市の施策に対し、住民の声を直接反映させ、きめ細

やかな行政サービスを展開するため、出雲市、平田市、斐川町、佐田町、多

伎町、湖陵町及び大社町の区域（以下「関係区域」という。）ごとに、それぞ

れ出雲地域審議会、平田地域審議会、斐川地域審議会、佐田地域審議会、多

伎地域審議会、湖陵地域審議会及び大社地域審議会（以下「地域審議会」と

いう。）を置く。 

 

２ 設置期間 

  地域審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。 

 

３ 所掌事務 

地域審議会は、関係区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、

市長の諮問に応じて審議答申し、又は必要と認められる事項につき市長に意

見を述べるものとする。この場合において、市長及び地域審議会は互いに誠

意をもってこれに対応するものとする。 

（１）21世紀出雲の國つくり計画（新市建設計画）の執行状況に関する事項 

（２）21世紀出雲の國つくり計画（新市建設計画）の変更に関する事項 

（３）当該地域を単位とする地域振興のための基金の運用 

（４）当該地域においてのみ行われる事務・事業 

（５）当該地域に特別に利害関係のある事務・事業 

（６）公共施設の配置、管理運営 

（７）住民生活に密着した福祉、廃棄物処理、消防等の施策の実施状況 

（８）その他市長が必要と認める事項 

 

４ 組織 

（１）地域審議会は、委員15名以内で組織する。 

（２）委員は、関係区域に住所を有する者から、市長が委嘱する。 

 

５ 任期 

（１）委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（２）委員は、再任することができる。 
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別紙 

 

６ 会長及び副会長 

（１）地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

（２）会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。 

（３）会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、副会長がその職務を代

理する。 

 

７ 会議 

（１）地域審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集する。 

（２）会長は、会議の議長となる。 

（３）会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

（４）会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（５）議長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出

席させ、意見を述べさせることができる。 

 

８ 庶務 

  地域審議会の庶務は、本庁及び支所の地域振興を担当する部門において処

理する。 

 

９ その他の必要事項 

  この協議に定めるもののほか、地域審議会に関し必要な事項は、市長が定

める。 
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議案第 84 号 

 
 一般職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
  平成１５年１０月２４日 
 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 
会長 西  尾  理  弘  

 
 一般職の職員の身分の取扱いについて 

（協議第 10 号 第 1 小委員会付託）

 合併協定項目１１．一般職の職員の身分の取扱いについては、次のと

おりとする。 

 

 

１ ２市５町、出雲市外６市町広域事務組合、出雲市外４町広域消防組

合、出雲市外３市町斐伊川水系水利組合及び平田市・斐川町火葬場組

合の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 

 

２ 職員定数については、新市において合併効果を早期に発揮できるよ

う、10 年間で 265 人を削減する定員計画を合併時に策定し、定員管理

の適正化を図るものとする。 

 

３ 職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇適正

化の観点から調整し統一を図る。 

 

４ 給与制度については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から国家

公務員の基準に照らし合併時に調整・統一するものとする。 
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議案第 85 号 

 
 特別職の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
  平成１５年１０月２４日 
 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 
会長 西  尾  理  弘  

 

特別職の身分の取扱いについて（協議第 70 号 第 1 小委員会付託） 

 合併協定項目１２．特別職の身分の取扱いについては、次のとおりと

する。 

 

 

１ 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定める

ところによる。新市発足時の給料は、出雲市の額とする。 

 

２ 新市の市長が選出されるまでの間の市長の職務執行者及びその報酬

については、2市 5町の市長、町長が合併時までに別に協議して定める。

 

３ 市議会議員及び農業委員会の委員の新市発足時の報酬については、

出雲市の額とする。 

 

４ 行政委員会（教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員

会の委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会の委員）の委員数、

任期等については、各法令の定めるところによる。新市発足時の報酬

については、出雲市の額とする。 

 

５ その他の条例で定める特別職については、次のとおり取り扱うもの

とする。 

（１）2市 5 町に設置されていて、新市においても引き続き設置する必要

のあるものは、合併時に統合する。 

（２）１市町又は数市町にのみ設置されていて、新市においても引き続

き設置する必要のあるものは、合併時に調整する。 

（３）委員数、任期、報酬額等は現行の制度及び同規模自治体の例をも

とに調整する。 
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６ 特別職の給料及び報酬については、新市において速やかに特別職報

酬等審議会を設置し、現行給料、報酬額及び同規模自治体の例を基に

定め、給与、報酬の適正化に努めるものとする。 
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議案第 86 号 

 

 各種事務事業（広報広聴関係）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

 各種事務事業（広報広聴関係）の取扱いについて 

（協議第 72 号 第 1 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（広報広聴関係）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 

 

 

１ 広報紙の発行 

 広報紙は、毎月 2 回発行する。なお、発行日及び配布方法について

は、合併時までに調整する。 

 

２ 広報広聴事業 

広報事業については、広報紙、ホームページをはじめ、テレビや新

聞、有線放送や防災行政無線などの媒体を利用し、実施する。広聴事

業については、地区懇談会の開催や、電子メール、手紙、ファクシミ

リなどのさまざまな手段を活用し、実施する。 
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議案第 87 号 

 

 各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

 各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて 

（協議第 18 号 第 1 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 

 

１ 行政改革大綱 

  2 市 5 町の行政改革の取り組みや合併協議を踏まえつつ、新市におい

て、合併効果を早期に発揮できるよう、別紙の「新市における行政改

革の推進の考え方」に基づき、新たな行政改革大綱、実施計画を速や

かに策定する。 
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別紙 

新市における行政改革の推進の考え方 

 新市まちづくり大綱に掲げる、次の視点で新市における行政改革を推進し、

地方分権時代に対応するまちづくりの実現を図る。 

 

   自己決定・自己責任を基本として、多様化、高度化するニーズ、新た    
な行政需要に機動的、弾力的に対応できる行財政運営に努める。 

   行政組織のスリム化、人員の適正化、事務事業の見直し、民間委託な
ど徹底した行財政改革に取り組み、簡素で効率的、長期的に安定した行

財政運営を進める。 

   歳出全般にわたる徹底した削減と限られた財源の重点配分に努めると
ともに、行政サービス水準の明確化を図り、適正な受益と負担の関係を

確立する。 

   総合的かつ個性的な施策・事業を展開し、定住・交流人口の増加、地
域経済・産業の発展により財政基盤の強化を図る。 

 

行政改革大綱策定にあたっては、上記の視点や新市建設計画をはじめとする

合併協定項目の調整方針に従い策定することとし、新市において次の行政改革

方針について取り組んでいくものとする。 

【行政改革方針】 

● 行政の効率化 

１．事務事業の見直し 

２．時代に即応した組織・機構の見直し 

３．民間委託の推進 

４．公共施設の効率的管理運営 

５．外郭団体の見直し 

● 人材育成・定員管理の推進と給与の適正化 

   １．適正な定員管理の推進 

   ２．給与等の適正化 

   ３．人材育成の基本方針の策定 

   ４．職員研修の充実 

● 情報化の推進 

   １．情報化施策の推進 

   ２．庁内情報基盤等の整備 

   ３．情報リテラシー（情報活用能力）の向上 

● 財政運営の健全化 

  １．財政運営の健全化 

２．補助金・負担金の整理合理化 

   ３．使用料・手数料等の適正化 
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議案第 88 号 

 

 各種事務事業（保育関係その２）の取扱いについて、次のとおり提案

する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（保育関係その２）の取扱いについて 

（協議第 73 号 第 2 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（保育関係その２）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 私立認可保育所運営費助成 

（１）私立認可保育所運営費補助金 

保育所運営の円滑化のため、出雲市の制度を参考とし、補助額の算

定については、各園一律 24,000 円に１月初日在所児童数を掛けた額を

補助する方向で合併までに調整する。 

法人に対する助成は、行わない。 

（２）私立認可保育所看護師配置費補助金 

乳幼児の健康管理等の重要性に鑑み、出雲市の例により合併までに

調整する。 

 

２ 法定外保育施設運営費助成 

国の最低基準に準ずる認可外保育所への助成については、出雲市の

例により合併までに調整する。 
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議案第 89 号 

 

 各種事務事業（文化・スポーツ関係その２）の取扱いについて、次の

とおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（文化・スポーツ関係その２）の取扱いについて 

（協議第 74 号 第 2 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（文化・スポーツ関係その２）の取

扱いについては、次のとおりとする。 

 

 

１ 社会体育施設管理運営 

次の方針に基づき、合併時から別紙に定める社会体育施設管理運

営・使用料徴収金額表のとおり統一する。 

 

（１）供用時間は類似施設毎に原則同一とし、申請方法等その他の運営

基準については可能な限り統一する。また、運営情報のネットワー

ク化によって住民の利便を図る。 

 

（２）地域における利用ニーズに対応した施設運営と社会体育関連団体

等の育成を図るため、運営形態は社会体育関連団体等への委託方式

を基本とする。但し、当面は現行のまま新市に移行し、受託団体(社

会体育関連団体等)の育成と体制の確立を図る。 

 

（３）管理運営主体が異なる場合も施設運営基準は調整し、均衡を図る。

 

（４）学校体育施設の地域開放を積極的に推進する。 
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２ 社会体育施設使用料 

次の方針に基づき、合併時から別紙に定める社会体育施設管理運

営・使用料徴収金額表のとおり統一する。 

 

（１）施設使用料は、受益者負担を原則とし、施設用途・規模別･当該施

設の状態などを基準に、類似施設とのバランスを考慮した基本使用

料を設定する。ただし、類似施設がないものについては、現行どお

り新市に引き継ぐ。 

 

（２）減免制度は、地域における社会体育振興等に寄与する公益的な利

用目的・対象に限定し、その運用基準(適用範囲・減免率等)を明確に

した制度とする。 

 

（３）管理運営主体が異なる場合も使用料基準は調整し、均衡を図る。

 

３ スポーツ大型イベント事業 

従来各イベントが果たしてきた役割や歴史・参加者の期待を考慮し、

新市移行後も当面は従来どおり開催を継続する。 

将来的には、新市事業としての目的を明確にし、主催・共催の区分

並びに類似イベント等の整理を図ることが必要であり、新市移行後の

開催を通じて、開催時期並びに運営体制等を検討・調整する。 
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別
紙

社
会
体
育
施
設
運
営
・
使
用
料
徴
収
金
額
表

区
分

項
目

項
目

項
目

項
目

項
目

項
目

基
本
事
項
施
設
用
途

施
設
区
分

体
育
館
①

( 
1
,3
0
0
㎡
以
上
 )

体
育
館
②

( 
6
6
0
㎡
 ～
 1
,2
9
9
㎡
 )

体
育
館
③

( 
6
5
9
㎡
以
下
)

野
球
場
①

( 
1
0
,0
0
0
㎡
以
上
 )

野
球
場
②

( 
9
,9
9
9
㎡
以
下
 )

施
設
概
要

①
正
規
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
が
２
面
と
れ
る
。

②
観
覧
席
等
の
付
帯
施
設
を
有
し
、
県
レ
ベ
ル
の
大

会
等
が
開
催
で
き
る
。

①
正
規
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
が
１
面
・
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
コ
ー
ト
が
２
面
と
れ
る
。

②
地
域
規
模
の
大
会
等
が
開
催
で
き
る
。

①
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
を
２
面
と
る
こ
と
が
困
難
。

公
式
戦
を
開
催
で
き
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
並
び
に
ス
タ
ン
ド

等
が
整
備
さ
れ
た
施
設

公
式
戦
の
開
催
が
困
難
な
施
設

対
象
施
設

斐
川
町
立
第
１
体
育
館
(1
,3
2
0
㎡
)

平
田
市
立
体
育
館
(1
,3
5
5
㎡
)

斐
川
町
立
第
2
体
育
館
(1
,0
3
6
㎡
)

斐
川
勤
労
者
体
育
館
（
ｱ
ｸ
ﾃ
ｨｰ
ひ
か
わ
・
1
,2
0
5
㎡
）

湖
陵
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
(9
0
6
㎡
)

佐
田
町
体
育
館
(9
8
9
㎡
)

出
雲
市
体
育
館
(8
7
7
㎡
)

サ
ン
･ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
ず
も
(7
3
5
㎡
)

多
伎
町
体
育
館
(1
,0
5
0
㎡
)

出
雲
市
西
部
体
育
館
(6
3
8
㎡
)

多
伎
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
(6
2
8
㎡
)

平
田
市
民
球
場

斐
川
公
園
（
野
球
場
）

湖
陵
総
合
公
園
（
野
球
場
）

稗
原
運
動
広
場

平
成
ス
ポ
ー
ツ
公
園
野
球
場

営
業
日
等
休
館
日

開
館
時
間

利
用
可
能
時
間

利
用
調
整
の
要
否

調
整
対
象

①
下
記
団
体
の
主
催
･主
管
大
会
等

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
団
体

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
本
部

  
  
・
小
体
連
・
中
体
連
・
高
体
連

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の

申
請
方
法

①
予
約
(電
話
可
)

②
申
請
書
の
提
出

受
付
期
間

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

使
用
料
納
付
方
法

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

使
用
料

①
使
用
料
(照
明
使
用
料
を
含
む
・
全
面
の
場
合
)

  
  
１
，
５
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

①
使
用
料
(照
明
使
用
料
を
含
む
・
全
面
の
場
合
)

  
  
１
，
０
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

①
使
用
料
(照
明
使
用
料
を
含
む
・
全
面
の
場
合
)

  
  
 ５
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

備
品
使
用
料

減
免
制
度

①
新
市
に
所
属
す
る
下
記
団
体
の
活
動
(全
額
免
除
)

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
組
織

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

  
  
・
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
(総
合
型
）

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の
(全
額
・
半
額
免
除
)

※
１
 ①
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
体
育
の
振
興
を
目

  
  
  
的
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
事
業
計
画
に
も
り
こ
ま
れ

  
  
  
た
も
の
に
限
る
。
但
し
、
別
途
に
事
業
費
補
助
等

　
　
　
を
受
け
る
大
会
等
を
除
く
。

※
２
 そ
の
他
認
め
る
も
の
(別
途
申
請
に
よ
り
認
定
)

  
  
  
○
身
体
障
害
者
の
利
用

  
  
  
○
公
共
的
な
事
業
・
行
事

  
  
  
 (
 公
民
館
・
小
中
学
校
・
体
育
指
導
委
員
協
議
会

  
  
  
  
 ほ
か
 )

運
営
形
態
管
理
運
営
主
体

（
想
定
）

個
人
利
用
の
場
合
  
 １
０
０
 円
／
時
間

(但
し
、
運
営
上
可
能
な
施
設
に
限
る
。
)

①
基
本
使
用
料

  
 １
，
５
０
０
 円
／
時
間

②
照
明
使
用
料
(照
明
施
設
が
あ
る
場
合
)

  
 (
現
単
価
) 
円
／
時
間

③
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

④
消
費
税
は
内
税

①
基
本
使
用
料

  
 １
，
０
０
０
 円
／
時
間

②
照
明
使
用
料
(照
明
施
設
が
あ
る
場
合
)

  
 (
現
単
価
) 
円
／
時
間

③
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

④
消
費
税
は
内
税

申
請
方
法

年
間
計
画

利
用
調
整

8
：
3
0
 ～
 2
2
：
0
0

9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0
 (
原
則
 ・
大
会
等
の
場
合
は
別
途
対
応
)

要

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0
  
 (
原
則
 ・
大
会
等
の
場
合
は
別
途
対
応
)

無
　
　
料

施
設
使
用
料

(占
用
の
場
合
)

野
  
  
球
  
  
場

体
育
館

地
域
に
お
け
る
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
施
設
運
営
と
社
会
体
育
関
連
団
体
等
の
育
成
を
図
る
た
め
、
運
営
形
態
は
社
会
体
育
関
連
団
体
等
へ
の
委
託
方
式
を
基

本
と
す
る
。
但
し
、
当
面
は
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
し
、
受
託
団
体
(社
会
体
育
関
連
団
体
等
)の
育
成
と
体
制
の
確
立
を
図
る
。

年
中
無
休

1
/
4
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別
紙

区
分

項
目

基
本
事
項
施
設
用
途

施
設
区
分

施
設
概
要

対
象
施
設

営
業
日
等
休
館
日

開
館
時
間

利
用
可
能
時
間

利
用
調
整
の
要
否

調
整
対
象

申
請
方
法

受
付
期
間

使
用
料
納
付
方
法

使
用
料

備
品
使
用
料

減
免
制
度

運
営
形
態
管
理
運
営
主
体

（
想
定
）

申
請
方
法

年
間
計
画

利
用
調
整

施
設
使
用
料

(占
用
の
場
合
)

社
会
体
育
施
設
運
営
・
使
用
料
徴
収
金
額
表

項
目

項
目

項
目

項
目

項
目

野
球
場
③

オ
ム
ニ
コ
ー
ト

多
目
的
広
場
①

( 
照
明
施
設
を
有
す
る
も
の
 )

施
設
的
に
不
十
分
で
、
現
時
点
で
は
使
用
料
の
徴
収

に
耐
え
ら
れ
な
い
施
設

オ
ム
ニ
コ
ー
ト
を
有
す
る
施
設

ク
レ
ー
コ
ー
ト
等
で
あ
る
が
、
比
較
的
施
設
が
良
好
で

使
用
料
の
徴
収
に
耐
え
ら
れ
る
施
設

施
設
的
に
不
十
分
で
、
現
時
点
で
は
使
用
料
の
徴
収

に
耐
え
ら
れ
な
い
施
設

照
明
施
設
を
有
し
、
夜
間
利
用
が
可
能
な
施
設

斐
伊
川
河
川
敷
公
園
野
球
場

平
成
ス
ポ
ー
ツ
公
園
(テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）

真
幸
ｹ
丘
公
園
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）

斐
川
公
園
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
・
オ
ム
ニ
2
面
）

湖
陵
総
合
公
園
(テ
ニ
ス
コ
ー
ト
)

斐
川
公
園
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
・
ク
レ
ー
2
面
）

大
社
町
民
運
動
場
(テ
ニ
ス
コ
ー
ト
)

平
田
市
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

愛
宕
山
庭
球
場

多
伎
町
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

一
の
谷
公
園
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）

佐
田
町
運
動
場
（
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
)

真
幸
ケ
丘
公
園
（
多
目
的
広
場
）

佐
田
町
運
動
場

①
下
記
団
体
の
主
催
･主
管
大
会
等

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
団
体

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
本
部

  
  
・
小
体
連
・
中
体
連
・
高
体
連

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の

①
予
約
(電
話
可
)

②
申
請
書
の
提
出

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

①
新
市
に
所
属
す
る
下
記
団
体
の
活
動
(全
額
免
除
)

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
組
織

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

  
  
・
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
(総
合
型
）

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の
(全
額
・
半
額
免
除
)

※
１
 ①
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
体
育
の
振
興
を
目

  
  
  
的
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
事
業
計
画
に
も
り
こ
ま
れ

  
  
  
た
も
の
に
限
る
。
但
し
、
別
途
に
事
業
費
補
助
等

　
　
　
を
受
け
る
大
会
等
を
除
く
。

※
２
 そ
の
他
認
め
る
も
の
(別
途
申
請
に
よ
り
認
定
)

  
  
  
○
身
体
障
害
者
の
利
用

  
  
  
○
公
共
的
な
事
業
・
行
事

  
  
  
 (
 公
民
館
・
小
中
学
校
・
体
育
指
導
委
員
協
議
会

  
  
  
  
 ほ
か
 )

①
基
本
使
用
料
　
　
　
　
無
料

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0
  
 (
原
則
 ・
大
会
等
の
場
合
は
別
途
対
応
)

無
　
　
料

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
基
本
使
用
料

  
 ５
０
０
 円
／
時
間

②
照
明
使
用
料

  
 (
現
単
価
) 
円
／
時
間

③
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
は
３
倍
額

④
消
費
税
は
内
税

①
基
本
使
用
料
(１
面
)

  
 無
料

②
照
明
使
用
料
(照
明
施
設
が
あ
る
場
合
)

  
  
  
  
  
  
　
(現
単
価
) 
円
/
時
間

③
消
費
税
は
内
税

要

①
基
本
使
用
料
(１
面
)

  
 一
般
　
　
　
　
  
　
４
０
０
円
/
時
間

  
 高
校
生
 　
　
　
  
３
０
０
円
/
時
間

  
 中
学
生
以
下
  
 ２
０
０
円
/
時
間

②
照
明
使
用
料
(照
明
施
設
が
あ
る
場
合
)

  
  
  
  
  
  
　
(現
単
価
) 
円
/
時
間

③
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

④
消
費
税
は
内
税

①
基
本
使
用
料
(１
面
)

  
 一
般
　
　
　
　
  
　
２
０
０
円
/
時
間

  
 高
校
生
 　
　
　
  
１
５
０
円
/
時
間

  
 中
学
生
以
下
  
 １
０
０
円
/
時
間

②
照
明
使
用
料
(照
明
施
設
が
あ
る
場
合
)

  
  
  
  
  
  
　
(現
単
価
) 
円
/
時
間

③
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
の
３
倍
額

④
消
費
税
は
内
税テ
ニ
ス
コ
ー
ト

ク
レ
ー
コ
ー
ト
等

地
域
に
お
け
る
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
施
設
運
営
と
社
会
体
育
関
連
団
体
等
の
育
成
を
図
る
た
め
、
運
営
形
態
は
社
会
体
育
関
連
団
体
等
へ
の
委
託
方
式
を
基

本
と
す
る
。
但
し
、
当
面
は
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
し
、
受
託
団
体
(社
会
体
育
関
連
団
体
等
)の
育
成
と
体
制
の
確
立
を
図
る
。

年
中
無
休

2
/
4
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別
紙

区
分

項
目

基
本
事
項
施
設
用
途

施
設
区
分

施
設
概
要

対
象
施
設

営
業
日
等
休
館
日

開
館
時
間

利
用
可
能
時
間

利
用
調
整
の
要
否

調
整
対
象

申
請
方
法

受
付
期
間

使
用
料
納
付
方
法

使
用
料

備
品
使
用
料

減
免
制
度

運
営
形
態
管
理
運
営
主
体

（
想
定
）

申
請
方
法

年
間
計
画

利
用
調
整

施
設
使
用
料

(占
用
の
場
合
)

社
会
体
育
施
設
運
営
・
使
用
料
徴
収
金
額
表

項
目

項
目

項
目

項
目

多
目
的
広
場
②

( 
照
明
施
設
は
有
し
な
い
が
施
設
的
に
良
好
な
も
の
 )

多
目
的
広
場
③

( 
施
設
的
な
整
備
・
拡
充
が
必
要
な
も
の
 )

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

照
明
施
設
を
有
せ
ず
夜
間
利
用
が
で
き
な
い
が
、
比

較
的
良
好
な
施
設
で
使
用
料
の
徴
収
に
耐
え
ら
れ
る

施
設

施
設
的
に
不
十
分
で
、
現
時
点
で
は
使
用
料
の
徴
収

に
耐
え
ら
れ
な
い
施
設

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
に
よ
る
使
用
を
主
と
す
る
広
場

タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
に
よ
る
使
用
を
主
と
す
る
広

場
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
に
よ
る
使
用
を
主
と
す
る
広
場

斐
川
公
園
(多
目
的
広
場
)

平
田
宍
道
湖
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

湖
陵
総
合
公
園
(多
目
的
広
場
)

平
田
中
央
ス
ポ
ー
ツ
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

（
平
田
中
学
校
校
庭
と
し
て
の
使
用
と
社
会
体
育
施
設

使
用
の
併
用
）

北
神
立
河
川
公
園

久
木
健
康
広
場

出
西
河
川
公
園

一
の
谷
公
園
（
自
由
広
場
）

南
部
ふ
る
さ
と
広
場
(多
目
的
広
場
)

わ
か
あ
ゆ
の
里
（
多
目
的
広
場
）

朝
山
森
林
公
園

斐
川
公
園
(自
由
広
場
)

斐
伊
川
河
川
敷
公
園

大
社
町
民
運
動
場

多
伎
町
多
目
的
運
動
場

南
部
ふ
る
さ
と
広
場
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
）

平
成
ス
ポ
ー
ツ
公
園
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
）

わ
か
あ
ゆ
の
里
(グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
）

多
伎
町
シ
ー
サ
イ
ド
運
動
公
園

斐
伊
川
河
川
敷
公
園
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場

湖
陵
町
運
動
広
場

平
成
ス
ポ
ー
ツ
公
園
(ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
)

真
幸
ｹ
丘
公
園
（
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
）

南
部
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
交
流
セ
ン
タ
ー
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

場
）
斐
伊
川
河
川
敷
公
園
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

多
伎
町
ふ
れ
あ
い
広
場

①
下
記
団
体
の
主
催
･主
管
大
会
等

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
団
体

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
本
部

  
  
・
小
体
連
・
中
体
連
・
高
体
連

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の

①
予
約
(電
話
可
)

②
申
請
書
の
提
出

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
新
市
に
所
属
す
る
下
記
団
体
の
活
動
(全
額
免
除
)

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
組
織

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

  
  
・
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
(総
合
型
）

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の
(全
額
・
半
額
免
除
)

※
１
 ①
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
体
育
の
振
興
を
目

  
  
  
的
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
事
業
計
画
に
も
り
こ
ま
れ

  
  
  
た
も
の
に
限
る
。
但
し
、
別
途
に
事
業
費
補
助
等

　
　
　
を
受
け
る
大
会
等
を
除
く
。

※
２
 そ
の
他
認
め
る
も
の
(別
途
申
請
に
よ
り
認
定
)

  
  
  
○
身
体
障
害
者
の
利
用

  
  
  
○
公
共
的
な
事
業
・
行
事

  
  
  
 (
 公
民
館
・
小
中
学
校
・
体
育
指
導
委
員
協
議
会

  
  
  
  
 ほ
か
 )

無
　
　
料

①
使
用
料
(1
面
）

　
・
照
明
な
し
の
場
合
  
  
 無
料

　
・
照
明
あ
り
の
場
合
  
  
 １
０
０
円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
は
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

①
基
本
使
用
料

  
 ５
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
は
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

①
基
本
使
用
料
　
　
　
　
無
料

①
基
本
使
用
料
　
　
　
　
無
料

①
基
本
使
用
料
（
1
面
）

  
 ・
屋
根
つ
き
の
場
合
  
２
５
０
 円
／
時
間

  
 ・
照
明
あ
り
の
場
合
  
１
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
は
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
競
技
場

多
目
的
広
場

地
域
に
お
け
る
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
施
設
運
営
と
社
会
体
育
関
連
団
体
等
の
育
成
を
図
る
た
め
、
運
営
形
態
は
社
会
体
育
関
連
団
体
等
へ
の
委
託
方
式
を
基

本
と
す
る
。
但
し
、
当
面
は
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
し
、
受
託
団
体
(社
会
体
育
関
連
団
体
等
)の
育
成
と
体
制
の
確
立
を
図
る
。

年
中
無
休

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0

8
：
3
0
 ～
 日
没
  
・
  
9
：
0
0
 ～
 2
2
：
0
0
  
 (
原
則
 ・
大
会
等
の
場
合
は
別
途
対
応
)

要

3
/
4
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別
紙

区
分

項
目

基
本
事
項
施
設
用
途

施
設
区
分

施
設
概
要

対
象
施
設

営
業
日
等
休
館
日

開
館
時
間

利
用
可
能
時
間

利
用
調
整
の
要
否

調
整
対
象

申
請
方
法

受
付
期
間

使
用
料
納
付
方
法

使
用
料

備
品
使
用
料

減
免
制
度

運
営
形
態
管
理
運
営
主
体

（
想
定
）

申
請
方
法

年
間
計
画

利
用
調
整

施
設
使
用
料

(占
用
の
場
合
)

社
会
体
育
施
設
運
営
・
使
用
料
徴
収
金
額
表

項
目

項
目

項
目

項
目

項
目

プ
ー
ル

そ
の
他
の
特
定
施
設

プ
ー
ル

相
撲
場

弓
道
場

柔
道
場

陸
上
競
技
場
・
ス
ケ
ー
ト
場
・
水
上
ス
ポ
ー
ツ
施
設
ほ

か

地
域
内
に
類
似
す
る
施
設
が
無
く
特
定
の
用
途
に
供

さ
れ
る
施
設
､若
し
く
は
多
様
な
機
能
等
を
有
す
る
広

域
的
施
設
等

平
田
市
民
プ
ー
ル

出
雲
市
営
プ
ー
ル

一
の
谷
公
園
相
撲
場

愛
宕
山
相
撲
場

一
の
谷
公
園
弓
道
場

佐
田
町
運
動
場
(弓
道
場
)

サ
ン
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
い
ず
も
　
柔
道
場

平
田
市
立
宍
道
湖
公
園
湖
遊
館

平
田
市
立
中
央
ス
ポ
ー
ツ
公
園
陸
上
競
技
場

平
田
市
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

出
雲
健
康
公
園
(出
雲
ド
ー
ム
・
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
･健
康

セ
ン
タ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
場
)

出
雲
健
康
公
園
(少
年
野
球
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
)

出
雲
健
康
公
園
(天
然
芝
生
多
目
的
広
場
)

長
浜
中
央
公
園
(天
然
芝
生
多
目
的
広
場
)

多
伎
町
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
(4
4
6
㎡
)

９
/
１
 ～
 6
/
3
0

現
行
ど
お
り

9
：
0
0
 ～
 1
9
：
0
0

現
行
ど
お
り

9
：
0
0
 ～
 1
9
：
0
0

現
行
ど
お
り

要
現
行
ど
お
り

①
下
記
団
体
の
主
催
･主
管
大
会
等

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
団
体

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
本
部

  
  
・
小
体
連
・
中
体
連
・
高
体
連

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の

現
行
ど
お
り

現
行
ど
お
り

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

随
時

随
時

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

①
一
般
利
用
の
場
合

  
 使
用
日
の
属
す
る
月
の
前
月
初
日
か
ら
。

②
大
会
利
用
の
場
合

  
 開
催
日
が
属
す
る
月
の
1
年
前
か
ら
。

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

①
申
請
時
又
は
使
用
日
ま
で
に
前
納
(現
金
)

②
必
要
な
場
合
は
請
求
書
・
納
付
書
を
発
行

現
行
ど
お
り

①
新
市
に
所
属
す
る
下
記
団
体
の
活
動
(全
額
免
除
)

  
  
・
体
育
(ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
)協
会
加
盟
組
織

  
  
・
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

  
  
・
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
(総
合
型
）

②
そ
の
他
首
長
が
認
め
る
も
の
(全
額
・
半
額
免
除
)

※
１
 ①
は
、
地
域
に
お
け
る
社
会
体
育
の
振
興
を
目

  
  
  
的
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
事
業
計
画
に
も
り
こ
ま
れ

  
  
  
た
も
の
に
限
る
。
但
し
、
別
途
に
事
業
費
補
助
等

　
　
　
を
受
け
る
大
会
等
を
除
く
。

※
２
 そ
の
他
認
め
る
も
の
(別
途
申
請
に
よ
り
認
定
)

  
  
  
○
身
体
障
害
者
の
利
用

  
  
  
○
公
共
的
な
事
業
・
行
事

  
  
  
 (
 公
民
館
・
小
中
学
校
・
体
育
指
導
委
員
協
議
会

  
  
  
  
 ほ
か
 )

現
行
ど
お
り

出
雲
市
　
→
　
N
P
O
法
人
　
出
雲
ス
ポ
ー
ツ
振
興
２
１

平
田
市
　
→
　
財
団
法
人
　
平
田
市
体
育
・
公
園
・
文

化
振
興
財
団

①
予
約
(電
話
可
)

②
申
請
書
の
提
出

①
基
本
使
用
料
　
　
　
　
無
料

無
　
　
料

現
行
ど
お
り

①
基
本
使
用
料
（
１
回
）

　
 大
人
　
3
0
0
円
 ・
高
校
生
　
1
5
0
円

  
 中
学
生
以
下
　
1
0
0
円
 ・
入
場
者
　
1
0
0
円

　
 団
体
使
用
（
２
０
人
以
上
）
の
場
合
、
２
割
引

②
占
用
使
用

　
 ３
，
０
０
０
 円
／
時
間

③
消
費
税
は
内
税

①
使
用
料
(照
明
使
用
料
を
含
む
・
全
面
の
場
合
)

  
 ３
０
０
 円
／
時
間

②
そ
の
他

  
 営
利
目
的
の
場
合
、
基
本
使
用
料
は
３
倍
額

③
消
費
税
は
内
税

地
域
に
お
け
る
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
施
設
運
営
と
社
会
体
育
関
連
団
体
等
の
育
成
を
図
る
た
め
、
運
営
形
態
は
社
会
体
育
関
連
団
体
等
へ
の
委
託
方
式
を
基

本
と
す
る
。
但
し
、
当
面
は
現
行
の
ま
ま
新
市
に
移
行
し
、
受
託
団
体
(社
会
体
育
関
連
団
体
等
)の
育
成
と
体
制
の
確
立
を
図
る
。

武
道
場

年
中
無
休

９
：
０
０
～
２
２
：
０
０

９
：
０
０
～
２
２
：
０
０

4
/
4
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議案第 90 号 

 

 各種事務事業（文化・スポーツ関係その３）の取扱いについて、次の

とおり提案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（文化・スポーツ関係その３）の取扱いについて 

（協議第 75 号 第 2 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（文化・スポーツ関係その３）の取

扱いについては、次のとおりとする。 

 

 

１ 文化事業補助金等 

文化事業の補助金等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合

併後において調整する。 

 

２ 文化イベント 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

３ 文化交流事業 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 
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議案第 42 号 

 

各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長  西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて【継続協議】 

（協議第 22 号 第 3 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 

 

１ ２市５町の現行の地域農業マスタープランについては、平成 16 年度

までのプランであり、平成 17 年度以降事業が延長される場合には、平

成 17 年３月末までに、新市の地域農業マスタープランを地域の実情や

特色を考慮しながら策定する。 

 

２ 地域農業の推進体制については、地域特性を踏まえ、農協単位で、新

市の地域農業推進体制を確立する。 

 

３ 農業振興地域整備計画については、合併後に予想される県の基本方針

の変更に基づき、速やかに策定する。 

農振除外については、農業振興地域の整備に関する法律第 13 条に定

める要件及び農業振興地域制度に関するガイドラインを遵守するとと

もに、除外基準の明確化を図る。 

除外申請受付については、年２回、２月と８月とし、受付期間は、そ

れぞれ１ヶ月間とする。 

新市において、農業振興地域整備促進協議会を設立し、委員構成は、

議会議員、農業委員、土地改良区、森林組合、いずも農協、斐川町農協

等２市５町の現在の構成を踏まえて構成する。 

 

４ 農地の集積・流動化については、新市において調整し基本方針を定め

る。推進体制については、新市の地域農業推進体制を再編する中で調整

を図る。 

また、農業委員会との連携を強化しながら流動化を進めるよう、市が
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積極的に施策を展開する。 

農地流動化奨励補助金については、国・県の動向を踏まえ新たな制度

を定める。 

 

５ 農業経営基盤強化促進基本構想については、県基本方針の変更を受

け、新市の基本構想を策定する。 

 

６ 新規就農者及び農業後継者の育成・支援については、斐川町の指導体

制及び事業を基本に、新市において制度の拡充を図る。 

 

７ 認定農業者の認定基準については、国の制度見直しを受け、新市の農

業経営基盤強化促進基本構想の策定に併せて、新たな基準を定める。 

 

８ 農業法人・集落営農組織の育成・支援体制については、新市において

再編する。 
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議案第 43 号 

 

各種事務事業（農林関係その２）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

各種事務事業（農林関係その２）の取扱いについて【継続協議】 

（協議第 35 号 第 3 小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その２）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 水田農業の振興 

水田農業の推進及び米の生産調整に関する基本的方針及び支援策等

については、平成 15 年度に農協を単位として地域水田農業ビジョンを

策定する中で定め、新市に引き継ぐ。この場合、２つの農協体制の中

でそれぞれの特色を生かし、新市農業全体の一層の発展を図る。 

 

２ がんばる島根農林総合事業上乗せ補助 

新市に移行後、２市５町のそれぞれのニーズ、特色に合った新たな

制度として再編する。 

 

３ 地産地消の推進事業 

米消費拡大対策や各地域で行われている取り組み、事業については、

新市に引き継ぐこととし、合併後新市の基本方針、施策を検討する中

で推進を図る。 

 

４ 食のまちづくり計画 

当面現行のとおり引き継ぎ、合併後、新市で条例化を含め「食のま

ちづくり」について検討する。 

  

５ バイオマス利活用対策 

各市町の現在の取り組みを新市に引き継ぎ、合併後、バイオマス利

活用のあり方、その具体策等を検討する中で推進を図る。 
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６ 特産物の振興 

現行のとおり新市に引き継ぎ、平成 17 年度に、地域の特産物を振興

発展させる支援策を新たに制度化する。 

  

７ 野菜の価格補償制度 

現行のとおり新市に引き継ぎ、平成 17 年度に新たに制度化する。 
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議案第 91 号 

 

各種事務事業（農林関係その３）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（農林関係その３）の取扱いについて 

（協議第 76 号 第 3 小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その３）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 市町単独利子補給制度 

斐川町新規就農促進支援事業に伴う利子補給制度を基本に、新市に

おいて速やかに制度化する。 

 

２ 農林水産イベント 

出雲市の出雲「花と緑」総合フェスティバル及び斐川町農業フェス

ティバルについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

３ 農業公社 

斐川町農業公社及びグリーンサポート斐川については、現行のとお

り新市に引き継ぐ。 

 

４ 地域農業支援センター 

平田市地域農業支援センターは、現行のとおり新市に引き継ぎ、合

併後調整する。 

 

５ 結婚相談所助成 

いずも農協及び斐川町農協の各結婚相談所への助成制度について

は、新市に引き継ぐ。 

 

６ 畜産振興事業 

現行のとおり新市に引き継ぎ、平成 17 年度において、地域の実情や

取り組みの状況を考慮し、新たに制度化する。 
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７ 家畜排泄物処理活用対策 

佐田町堆肥センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。家

畜排泄物の処理活用については、合併後新市で方針を策定する。 

 

８ 代替水源対策 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

９ 土地改良区 

土地改良区については、現行のとおりとし、合併後、将来の統合に

向けて検討する。 

各市町の土地改良区事務運営補助金については、新市に引き継ぎ、

合併後調整する。斐川町の特別賦課事務補助金は、同事務終了まで継

続する。 

    

10 農林関係事業受益者分担金 

（1） 新市の分担金は、平成 17 年度以降に新規事業採択されるものから

適用し、平成 16 年度以前に事業採択されたものについては、現行の

とおりとする。また、宍道湖・中海淡水化事業中止に伴う事業につ

いては、合併までに決定される分担金を新市に引き継ぐ。 

（2） 新市においては、公共性の高い、農道（ほ場整備時の支線的農道

を除く。）、排水路（ほ場整備時の支線的排水路を除く。）、幹線用水

路及びため池の整備については、分担金を徴収しない。 

（3） 県営土地改良事業及び県単県営緊急地すべり対策事業に伴う受益

者分担金は、事業費から国庫補助金及び県負担金を控除した額の 3

分の 1 とする。なお、県単県営緊急地すべり対策事業については、

受益者の状況等に応じた減免措置について新市において検討する。 

（4） 市営土地改良事業に伴う受益者分担金は、事業費から国・県の補

助金を控除した額の 3分の 1 とする。 

（5） 農地・農業用施設災害復旧事業のうち、農地の災害復旧事業に伴

う受益者分担金は、中山間地域にあっては、事業費の４％とし、中

山間地域以外の地域にあっては、事業費から国・県の補助金を控除

した額の 2 分の 1 とする。また、農業用施設の災害復旧事業に伴う

受益者分担金は、徴収しない。 

（6） 林地崩壊防止事業に伴う受益者分担金は、事業費から国・県の補

助金を控除した額の 2 分の１とし、受益者の状況等に応じた減免措

置について新市において検討する。 

（7） 緊急・軽微な修繕については、予算の範囲内で修繕を実施すると

ともに、原材料支給及び重機借上料支給を実施する。 
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議案第 92 号 

 

各種事務事業（農林関係その４）の取扱いについて、次のとおり提案す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（農林関係その４）の取扱いについて 

（協議第 77 号 第 3 小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その４）の取扱いのうち、

林業関係事業については、次のとおりとする。 

 

１ 森林整備計画 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において総合調整を図り、新た

な森林整備計画を策定する。 

 

２ 斐伊川水系水源の森づくり森林整備協定 

森林整備協定の目標面積は、新市に引き継ぐとともに、相互交流事

業についても、新市に引き継ぐ。 

 

３ 林業振興事業 

出雲ふるさとの森再生事業については、新市に引き継ぐ。 

利用間伐促進奨励事業については、新市に引き継ぎ、出雲市、佐田

町及び多伎町の例により新市で新たに制度化する。 

 

４ 森林病害虫防除 

松くい虫防除の空中散布及び伐倒駆除については、新市に引き継ぎ、

新市において事業計画や実施方法などを調整する。 

 

５ 分収造林 

市行・町行造林、公社造林及び官行・公団・県行造林事業について

は、各市町の契約を現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

６ 森林整備地域活動支援交付金制度 

現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、対象となる森林については、
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新市において調整する。 

 

７ 林業後継者対策 

緑の担い手育成事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新

市において調整する。 

グリーンマイスター養成研修受講者手当助成については、出雲市及

び佐田町の例により統一する。 

 

８ 樹医制度 

現行の出雲市樹医制度を、新市に引き継ぐ。 

 

９ 作業道整備 

作業道の開設補助及び維持管理体制については、新市に引き継ぎ、

新市において調整する。 

 

10 有害鳥獣被害対策 

被害防除施設の助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

新市において制度化する。 

 

11 森林公園 

森林公園の使用料及び管理運営については、現行のとおり新市に引

き継ぐ。 
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議案第 93 号 

 

各種事務事業（都市計画関係その２）の取扱いについて、次のとおり提

案する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

 各種事務事業（都市計画関係その２）の取扱いについて 

（協議第 78 号 第 3 小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（都市計画関係その２）の取扱いに

ついては、次のとおりとする。 

 

１ 公園使用料及び占用料 

各市町の都市公園、都市公園以外の佐田町コミュニティー広場及び

多伎町手引ケ丘公園の施設使用料については、現行のとおり新市に引

き継ぐ。なお、公園内にあるスポーツ施設使用料については、合併時

に、地域内の類似施設間の均衡が図られるよう使用料を調整する。 

各市町の都市公園、都市公園以外の佐田町コミュニティー広場及び

多伎町手引ケ丘公園の占用料については、合併時に道路占用料と同額

の金額を採用している出雲市の例により統一する。 

 

２ 出雲市営駐車場及び駐輪場 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 
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協議第 79 号 

 
 組織及び機構の取扱いについて、次のとおり協議する。 
 
  平成１５年１０月２４日 
 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 
会長 西  尾  理  弘  

 

 組織及び機構の取扱いについて（第 1小委員会付託） 

 合併協定項目７．組織及び機構の取扱いについては、次のとおりとす

る。 

 

 

新市における組織及び機構の取扱いについては、「新市における組織・

機構の基本方針」に基づき構築する。 

 

《新市における組織・機構の基本方針》 

１ 総括方針 

（１）行財政改革を積極的に実施できる組織、機構 

（２）新市移行後も住民サービスの低下をきたさないように十分配慮し

た組織、機構 

（３）市民が利用しやすく、わかりやすい組織、機構 

（４）市民の声を適正に反映することができる組織、機構 

（５）合併による財政効果を発揮できる、簡素で効率的な組織、機構 

（６）新市建設計画を円滑に遂行できる組織、機構 

（７）指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織、機構 

（８）地方分権に柔軟に対応できる組織、機構 

（９）新たな行政課題に速やかに対応できる組織、機構 

 

２ 段階的整備 

組織、機構の整備にあたっては、住民サービスを低下させず、事務

事業の混乱、停滞を回避するため、次のとおり段階的に整備する。 

（１）合併当初においては、管理機能を集約しつつ、従前の組織、機構

をある程度活用する暫定的な組織、機構とする。 

（２）合併後、概ね３年を経過した時点において、適正な職員配置等に

より効率的な行政組織を構築する。 
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（３）合併 10 年経過後の支所においては、基本的な機能は残しつつ、コ

ミュニティ組織等を活用することにより、行政業務は縮減する。 

 

３ 個別整備方針 

（１）新市の組織は本庁と支所とし、合併後は２市５町の既存庁舎を有

効活用する。 

（２）出雲市役所を本庁とし、平田市役所、斐川町役場、佐田町役場、

多伎町役場、湖陵町役場及び大社町役場については支所とする。 

（３）本庁は、市全体に係る政策の推進、総合的な調整事務、管理事務、

市全体として取り組む対外的な業務、各種行政委員会等及び議会の

事務を所掌する。 

（４）支所は、合併前の市町の区域を所管区域とし、窓口業務（住民登

録、税務、年金など）及び住民生活に密着した業務（福祉サービス、

公民館等の運営、生活道路・下水路修繕など）を所掌する。また、

新市が推進する21世紀出雲の國つくり計画の地域別整備方針に沿っ

て、本庁と一体となって所管区域の地域振興策を調整し、その実現

を図る。 

なお、旧出雲市の区域については、本庁に支所としての機能を確

保する。 

 

 

参考資料：別紙のとおり 
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協議第 80 号 

 

 各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて、次のとおり協議す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

  

 各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて（第 1小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（情報公開関係）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 

 

 

１ 情報公開制度・個人情報保護制度 

  情報公開制度及び個人情報保護制度については、合併時に出雲市の

例により統一する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 81 号 

 

 各種事務事業（地域コミュニティ・行政連絡員関係）の取扱いについ

て、次のとおり協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

  

各種事務事業（地域コミュニティ・行政連絡員関係）の取扱いについて 

（第 1小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（地域コミュニティ・行政連絡員関

係）の取扱いについては、次のとおりとする。 

 

１ 地域コミュニティ支援 

地域コミュニティ支援については、住民の自主的な活動の活性化を

図るため、新市においても引き続き支援を行う。ただし、各種助成制

度については、次のとおり調整を図る。 

 

（１）コミュニティ活動助成 

   自治会、町内会及び湖陵町の区に対して行っている運営費助成は、

現行のとおり新市に引き継ぎ、平成 18 年度から事業及び活動助成制

度を創設する。 

 

（２）集会所建設費補助・防犯灯設置補助・ふるさと広場設置助成 

   出雲市の制度を新市に引き継ぐ。ただし、具体的な要件について

は、有効活用が図られるよう、新市において調整する。 

 

２ 行政連絡員制度 

  自治委員、町内会長及び湖陵町の区長については、各市町の現行制

度を新市に引き継ぎ、新市において統一に向け検討する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 82 号 

 

 各種事務事業（保健事業関係その３）の取扱いについて、次のとおり

協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（保健事業関係その３）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（保健事業関係その３）の取扱いに

ついては、次のとおりとする。 

 

 

１ 健康増進施設事業 

現行のとおり新市に引継ぎ、利用促進や効率的運営については、新

市において検討する。 

施設利用料金については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

２ 基本健康診査 

個別健診を原則とするが、地域の実情に応じて集団健診も併用し、

18 歳以上の者を対象に実施する。なお、選択項目については、眼底検

査のみとする。 

基本健康診査負担金については、医療機関への委託料の１割を負担

することとし、国民健康保険加入者、70 歳以上の高齢者、生活保護受

給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。 

個別健診・集団健診それぞれの委託料については、新市において統

一する。 

 

３ 肝炎ウイルス検査 

40 歳以上については、個別健診を原則とするが、地域の実情に応じ

て集団健診も併用し、40 歳から 70 歳までの５歳刻みの節目年齢及び検

査結果を踏まえた要指導の者を対象に、Ｂ＋Ｃ型、Ｂ型、Ｃ型の選択

形式により実施する。 

39 歳以下の者については、出雲健康福祉センターにおいてＣ型のみ

を実施する。 
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肝炎ウイルス検査負担金については、無料とする。委託料について

は、新市において統一する。 

 

４ 骨粗しょう症検診 

集団検診により、年齢・性別の別なく希望者全員に実施する。 

骨粗しょう症検診負担金については、無料とする。 

 

５ 歯周疾患検診 

個別検診を原則とするが、地域の実情に応じて集団検診も併用し、

40 歳・50 歳の者を対象に実施する。 

歯周疾患検診負担金については、個別検診は医療機関への委託料の

１割を負担、集団検診は無料とすることとし、いずれの場合でも国民

健康保険加入者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とす

る。 

委託料については、新市において統一する。 

 

６ 胃がん検診 

Ｘ線検査については、集団検診により 40 歳以上の者を対象に実施す

る。 

血液検査については、個別検診で40歳以上の者を対象に実施するが、

モデル事業として 1,000 人限定とし抽選で実施する。 

胃がん検診負担金については、Ｘ線検査、血液検査ともに医療機関

への委託料の２割を負担することとし、国民健康保険加入者、70 歳以

上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。

委託料については、新市において統一する。 

 

７ 肺がん検診 

集団検診により 40 歳以上の希望者を対象に実施する。 

肺がん検診負担金については、医療機関への委託料の２割を負担す

ることとし、国民健康保険加入者、70 歳以上の高齢者、生活保護受給

者、市町村民税非課税世帯は無料とする。 

委託料については、新市において統一する。 

 

８ 乳がん検診 

触診については、集団検診により、30 歳以上の女性を対象に実施す

る。 

Ｘ線検査については、個別検診により、45 歳以上の女性を対象に実

施する。 

乳がん検診負担金については、触診については、無料とし、Ｘ線検
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査については、医療機関への委託料の２割を負担することとし、国民

健康保険加入者、70 歳以上の高齢者、生活保護受給者、市町村民税 非

課税世帯は無料とする。 

委託料については、新市において統一する。 

 

９ 子宮がん検診 

個別健診を原則とするが地域の実情に応じて集団健診も併用し、30

歳以上の女性を対象に実施する。 

子宮がん検診負担金については、医療機関への委託料の２割を負担

することとし、国民健康保険加入者、70 歳以上の高齢者、生活保護受

給者、市町村民税非課税世帯は無料とする。 

委託料については、新市において統一する。 

 

10 大腸がん検診 

検体を医療機関へ郵送する方法により、40 歳以上の者を対象に実施

する。  

大腸がん検診負担金については、郵送料（申し込み葉書代 50 円）の

みの負担とする。 

委託料については、新市において統一する。 

 

11 前立腺がん検診 

集団健診、個別健診併用により 50 歳・55 歳・60 歳の男性を対象に

基本健康診査の際に併行して実施する。  

前立腺がん検診負担金については、医療機関への委託料の２割を負

担することとし、国民健康保険加入者、生活保護受給者、市町村民税

非課税世帯は無料とする。 

集団・個別ごとの委託料については新市において統一する。 

 

12 人間ドック 

個別健診により、国保加入者のうち 30 歳から 65 歳までの５歳刻み

の年齢の者を対象に 800 人を限度に実施する。  

医療機関ごとの検査項目の差異については、新市移行後に可能な限

り整合性を図るようしつつも、受診者に選択と抽選の機会を供するこ

とにより対処することとし、当面の間は現状のままとする。 

人間ドック負担金については、医療機関への委託料の２割を負担す

ることとし、市町村民税非課税世帯は無料とする。 

委託料については、同一項目のものについては新市において統一す

る。 
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13 脳ドック 

個別健診により、国保加入者のうち 40 歳から 69 歳までの年齢の者

を対象に 500 人を限度として実施する。 

医療機関ごとの検査項目の差異については、新市移行後に可能な限

り整合性を図るようしつつも、受診者に選択と抽選の機会を供するこ

とにより対処することとし、当面の間は現状のままとする。 

脳ドック負担金については、医療機関への委託料の２割を負担する

こととし、市町村民税非課税世帯は無料とする。 

委託料については、同一項目のものについては新市において統一す

る。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 83 号 

 

 各種事務事業（病院、診療所関係その２）の取扱いについて、次のと

おり協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（病院、診療所関係その２）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（病院、診療所関係その２）の取扱

いについては、次のとおりとする。 

 

 

１ 病院、診療所使用料・手数料 

平田市立病院については、現行のとおり新市に引継ぎ、診療所に 

ついては、平田市の例により統一する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 84 号 

 

 各種事務事業（障害者福祉関係）の取扱いについて、次のとおり協議

する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（障害者福祉関係）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（障害者福祉関係）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

 

１ 障害者団体補助事業 

障害者団体補助については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市に

おいて新たな補助基準を設け継続して実施する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 85 号 

 

 各種事務事業（高齢者福祉関係その２）の取扱いについて、次のとお

り協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（高齢者福祉関係その２）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（高齢者福祉関係その２）の取扱い

については、次のとおりとする。 

 

 

１ 高齢者介護手当等支給事業 

現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、介護の社会化、介護保険サ

ービスの定着・普及の観点から平成 16 年度をもって事業は廃止する。

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 86 号 

 

 各種事務事業（児童福祉関係）の取扱いについて、次のとおり協議す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（児童福祉関係）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（児童福祉関係）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 

 

 

１ 地域子育て支援センター事業 

地域の実情に合わせ、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

２ 母子家庭等入学祝金 

母子家庭等に対して小中学校の入学時等に給付している入学祝金等

については、新市において新たな給付基準を定めて継続実施する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 87 号 

 

 各種事務事業（その他福祉関係）の取扱いについて、次のとおり協議

する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（その他福祉関係）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（その他福祉関係）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

 

１ 社会福祉協議会運営費助成 

新市で統合設置される社会福祉協議会については、地域福祉の中心

的役割を明確にし、事業内容に見合った運営費（人件費等）助成を合

併時までに検討する。 

 

２ 社会福祉施設整備費補助事業 

次の内容を基本とする要綱を新市で策定し整備費助成を行う。 

《対象施設》 

新市で策定する各種施設整備計画に基づき整備する社会福祉施設等

《補助内容》 

① 新築・改築・増築 

  国庫補助基準額または民間補助金の補助基準額からそれぞれ国

県補助額または民間補助金額を控除した額を補助額とする。ただ

し、施設種別により運営費に借入金償還金財源が含まれない場合

などにおいて補助金を上乗せすることができるものとする。 

② 拡張、大規模修繕等 

 整備費が当該施設の年間運営費の５％以上の場合に限り、その

整備費から国県等の補助金を控除した額の 1/2 を補助額とする。

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 88 号 

 

 各種事務事業（生涯学習関係その２）の取扱いについて、次のとおり

協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（生涯学習関係その２）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（生涯学習関係その２）の取扱いに

ついては、次のとおりとする。 

 

 

１ 成人式 

新市の新成人全てを対象に一堂に会した成人式を１月に開催する。

 

 

２ 社会教育関係団体等への補助金 

（１）青少年健全育成市民会議補助金 

次代を担う青少年の健全育成のために、現在ある市・町民団体を

統一することとし、補助金については、新市において新たに制度化

する。 

 

（２）各種団体への補助（青年団体、女性団体、成人団体等） 

   現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな補助基準を設

け調整する。 

 

３ 公民館・コミュニティセンター 

（１）施設 

公民館・コミュニティセンター（以下「公民館等」という。）につ

いては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

ただし、斐川町中央公民館と佐田町中央公民館は文化施設として活

用する。 

 

 

第12回協議会資料-77-



 

（２）運営 

公民館等が行っている業務は、地域住民の暮らしや活動に密接し、

多様な利用がされていることから、現状のとおり維持・継続していく。

公民館等のあり方や統廃合等の問題については、新市に移行後、専

門の諮問機関を設置し、住民（代表）の意見を聞きながら検討する。

合併時から新たな制度が創設されるまでの維持管理については、次

のとおりとする。 

①管理・維持に関する地元負担金は徴収しない。 

②住民利用について、施設の使用料及び冷暖房費は、徴収しない。

③営利を目的とする行為（団体）には使用させない。 

  ただし、ホールを有し、現在有料の施設は、使用料条例を制定し、

貸し出すものとする。 

 

（３）生涯学習事業 

公民館等における生涯学習事業については、事業実施のための補助

を行い、充実を図る。ただし、現在直営で行っている公民館について

は、合併後当分の間は直接執行する。 

 

４ 生涯学習関連施設 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

５ 生涯学習関連施設使用料 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

６ ボランティア推進事業 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

ボランティアの推進については、現在の出雲市総合ボランティアセ

ンターを新市の拠点施設とし、公民館等で活動しているボランティア

との連携を図りつつ調整する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 89 号 

 

 各種事務事業（文化・スポーツ関係その４）の取扱いについて、次の

とおり協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（文化・スポーツ関係その４）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（文化・スポーツ関係その４）の取

扱いについては、次のとおりとする。 

 

１ スポーツ関係法人 

現行の法人との関わりを維持し、新市において次の方針を踏まえた

施策の整理・推進を図る。 

 

（１）スポーツ関係法人の果たすべき役割と活動範囲（対象地域・事業）

を整理・調整する。 

（２）スポーツ振興事業の自立的な展開・体制の確立に向けた NPO 等の

役割向上と活動の活性化を積極的に誘導･支援する。 

 

 

２ 体育諸団体（体育協会、生涯スポーツレクリエーション協会、スポ

ーツ少年団本部） 

次の方針に基づき、新市を統括する組織の設立と円滑な運営を支援

するとともに、新市統括組織の機構、役割を踏まえ、従来の地域活動

が後退することがないよう支援体制を維持していく。 

 

（１）現市町における関係団体の意向、組織体制等を踏まえ、新市の統

括的組織・機構の設立に向け、情報提供、意見調整等の支援を行う。

（２）現市町における関係団体の現行事業の継続的展開と地域間の連

携・調整による新たな事業及び交流の拡大を推進する。 

（３）新市統括組織の機構、役割を踏まえ、自立的な活動を維持・推進

できる事務局人員が確保できるよう措置する。 
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３ 体育諸団体運営費補助金 

現行のとおり新市に引継ぎ、新市において次の方針に基づく新たな

補助基準を設けて調整する。 

 

（１）運営補助金の交付は、新市における統括団体に対して行う。 

（２）地域におけるスポーツ事業が後退しないよう活動実績を考慮する。

（３）地域間・部門間の均衡を失しないよう、対象構成員規模等を考慮

する。 

（４）当該団体の組織体制並びに新市の機構・施策との関わり等を考慮

する。 

（５）新市全域を対象とする事業は、新市のスポーツ振興事業として支

援する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 90 号 

 

 各種事務事業（文化・スポーツ関係その５）の取扱いについて、次の

とおり協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（文化・スポーツ関係その５）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（文化・スポーツ関係その５）の取

扱いについては、次のとおりとする。 

 

 

１ 文化施設事業 

現在各施設で行っている文化事業については、現行のとおり新市に

引き継ぎ、新市の総合的な文化施策を検討する中で調整する。 

運営形態（組織等）については、現行のとおり新市に引き継ぎ、そ

のあり方について新市において検討する。 

休館日や予約方法等の運営規定については、現行のとおり新市に引

き継ぎ、新市において調整する。 

 

２ 文化施設使用料等 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

ただし、類似施設間で相当の格差がある施設については、合併時ま

でに調整する。 

また、減免制度については、地域の教育・文化の振興に寄与する公

益的団体及び事業を対象として、合併時までにその基準を調整する。

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 91 号 

 

 各種事務事業（学校教育関係その４）の取扱いについて、次のとおり

協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（学校教育関係その４）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（学校教育関係その４）の取扱いに

ついては、次のとおりとする。 

 

 

１ 義務教育就学奨励事業（公立・私立） 

国の補助基準に基づき、実施する。 

 

２ 遠距離通学対策事業 

スクールバスの運行及び遠距離通学費補助については、現行のとお

り新市に引き継ぎ、新市において地域の実情等を考慮し、速やかに補

助基準等を調整する。 

盲ろう唖児童生徒就学奨励事業については、出雲市の例により実施

する。 

 

３ 学校用バス運行事業 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において事業（校外活動や部活

動への支援）のあり方を検討する中で調整する。 

 

４ 各種大会参加費補助（部活動） 

現行のとおり新市に引き継ぎ、平成 17 年度からは補助対象（対象者、

対象の事業・規模・経費等）の 1/2 を補助することを基本に新たに制

度化する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 92 号 

 

 各種事務事業（学校教育関係その５）の取扱いについて、次のとおり

協議する。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出 雲 地 区 合 併 協 議 会 

会長 西  尾  理  弘  

 

各種事務事業（学校教育関係その５）の取扱いについて 

（第 2小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（学校教育関係その５）の取扱いに

ついては、次のとおりとする。 

 

１ 幼稚園運営 

公立幼稚園の運営については、３歳児保育、預かり保育、送迎バス

の運行等も含めて現行のとおり新市に引き継ぐ。 

なお、３歳児保育や預かり保育の実施については、子育て支援の観

点から、地域的な事情や民間の保育施設との競合などの点を考慮しな

がら、新市に移行後できるだけ早い段階で調整するものとする。 

 

２ 幼稚園保育料・入園料 

入園料は、徴収しない。 

保育料は、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から月額 6,000 円

に統一する。   

 

３ 幼稚園就園奨励事業（公立・私立） 

世帯の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図る目的から

新市においても事業を実施する。 

事業内容については、国の基準により統一する。 

なお、公立及び私立ともに同様の取り扱いとする。 

 

４ 幼児教育振興計画 

新市において、幼稚園の運営方法や幼稚園と保育所のあり方も含め

て検討する中で、幼児教育に関する基本的な方針を策定するものとす

る。 
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５ 幼稚園施設整備計画 

各市町の整備計画については、現行のとおり新市に引継ぎ、新市に

おいて調整する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 93 号 

 

各種事務事業（農林関係その５）の取扱いについて、次のとおり協議す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

各種事務事業（農林関係その５）の取扱いについて 

（第 3小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（農林関係その５）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

１ 農業改良普及指導事業 

指導体制については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、多伎

町の例を参考に専任農業指導員の配置を検討する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 94 号 

 

各種事務事業（水産関係その２）の取扱いについて、次のとおり協議す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長  西  尾  理  弘 

 

各種事務事業（水産関係その２）の取扱いについて（第 3小委員会付託）

 合併協定項目２４．各種事務事業（水産関係事業その２）の取扱いについ

ては、次のとおりとする。 

 

 

１ 漁業関連施設整備計画 

新市において２年を目途に、新たに全域を網羅する総合整備計画を策定

して再編する。 

 

２ 漁業関連施設整備受益者分担金 

平成 16 年度は、現行のとおりとし、平成 17 年度以降に新規事業採択さ

れるものから、多伎町、湖陵町及び大社町の例により徴収しない。 

 

３ 漁業集落環境整備事業受益者分担金 

漁業集落排水事業については、上下水道関係の調整方針のとおりとし、

その他の施設整備等については、新市において検討する。 

 

４ 漁港施設の使用料及び占用料 

島根県漁港管理条例を準用し、合併時に統一する。なお、運用について

は、新市において検討する。 

 

５ 遊漁事業 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

６ 漁業協同組合 

県内の漁協一本化計画が実現できるよう調整に努める。 
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７ 各種団体補助 

現行のとおり新市に引き継ぎ、補助内容等については、合併後２年を目

途に調整する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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協議第 95 号 

 

各種事務事業（建設関係その３）の取扱いについて、次のとおり協議す

る。 

 

  平成１５年１０月２４日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

各種事務事業（建設関係その３）の取扱いについて 

（第 3小委員会付託）

合併協定項目２４．各種事務事業（建設関係その３）については、次

のとおりとする。 

 

１ 急傾斜地崩壊対策事業分担金 

新市の受益者分担金については、平成 17 年度以降に新規事業採択さ

れるものから適用し、平成 16 年度以前に事業採択されるものについて

は、現行のとおりとする。 

受益者分担金は、事業費から国庫補助金及び県負担金を控除した額

のうち工事費の２分の１とし、受益者の状況等に応じた減免措置につ

いて新市において検討する。 

 

２ 土木委員制度 

新市における公共事業の推進を図るために、土木委員制度の制度化

を図る。任期は３年を１期とし、再任を妨げない。また、地区委員会・

評議員制度を採用する。 

定数については、制度化されている２市１町は現定数を尊重するこ

ととし、未制度化の４町は既に制度化されている市町の選出規模と地

域の実情を勘案して、合併時までに調整する。 

報酬額及び土木委員の役割については、現状を考慮し合併時までに

調整する。 

 

 

参考資料：別添のとおり 
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